
耐
震
診
断
・
耐
震
改
修
の
補
助
金

　

安
全
性
が
危
惧
さ
れ
る
古
い
基
準
で

建
て
ら
れ
た
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
、

補
強
計
画
作
成
、
改
修
工
事
の
費
用
の

一
部
を
補
助
し
ま
す
。

■
耐
震
診
断
、
補
強
計
画

　

対
象
と
な
る
建
物　

市
内
の
民
間
住

宅
で
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工

さ
れ
た
一
戸
建
て
（
半
分
以
上
が
住
宅

用
）
で
、
木
造
２
階
建
て
以
下
の
在
来

軸
組
工
法
の
住
宅

　

補
助
金
額
・
件
数　

▼
耐
震
診
断　

１
棟
当
た
り
４
万
円
ま
で　

▼
補
強
計

画　

１
棟
当
た
り
２
万
８
０
０
０
円
ま

で
　

申
込
期
間　

12
月
26
日
㈮
ま
で
（
先

着
順
）

　

そ
の
他　

診
断
は
岡
山
県
木
造
住
宅

耐
震
診
断
員
が
実
施

■
耐
震
改
修　

耐
震
診
断
の
結
果
、
倒

壊
の
危
険
性
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
建

物
で
、
改
修
が
平
成
27
年
３
月
31
日
㈫

ま
で
に
完
了
す
る
こ
と

　

補
助
金
額　

１
棟
当
た
り
30
万
円
ま
で

　

募
集
件
数　

１
棟
（
先
着
順
）

　

申
込
期
間　

９
月
30
日
㈫
ま
で

　

申
込
先
・
問
い
合
わ
せ　

建
築
住
宅

課
建
築
指
導
係
（
☎
�
８
２
８
９
）

ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
調
査

費

用

の

補

助

　

平
成
27
年
３
月
31
日
㈫
ま
で
に
完
了

す
る
、
ア
ス
ベ
ス
ト
な
ど
が
吹
き
付
け

さ
れ
た
民
間
建
築
物
の
ア
ス
ベ
ス
ト
含

有
調
査
の
費
用
を
補
助
し
ま
す
。

　

補
助
金
額　

１
検
体
当
た
り
８
万
円
を

限
度
と
し
、
複
数
の
場
合
、
上
限
25
万
円

　

募
集
件
数　

１
件
（
先
着
順
）

　

申
込
期
限　

11
月
28
日
㈮
ま
で

　

申
込
先
・
問
い
合
わ
せ　

建
築
住
宅

課
建
築
指
導
係
（
☎
�
８
２
８
９
）

耐
震
化
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
事
業

　

各
地
域
の
自
治
会
や
自
主
防
災
組

織
、
耐
震
化
に
興
味
が
あ
る
グ
ル
ー
プ

な
ど
に
対
し
、
耐
震
化
の
必
要
性
や
対

策
手
法
、
支
援
策
な
ど
を
専
門
の
建
築

士
が
説
明
し
ま
す
。

　

問
い
合
わ
せ　

建
築
住
宅
課
建
築
指

導
係
（
☎
�
８
２
８
９
）

国

民

健

康

保

険

自
己
負
担
割
合
の
変
更

　

70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
人
の
医
療
機

関
で
の
自
己
負
担
が
変
更
さ
れ
ま
す
。

　

見
直
し
内
容

○
４
月
２
日
以
降
に
70
歳
の
誕
生
日
を

迎
え
る
人　

70
歳
の
誕
生
月
の
翌
月

（
各
月
１
日
が
誕
生
日
の
人
は
そ
の
月
）

の
診
療
か
ら
窓
口
負
担
が
２
割

○
４
月
１
日
ま
で
に
70
歳
の
誕
生
日
を

迎
え
た
人		
窓
口
負
担
は
１
割
の
ま
ま

変
わ
り
ま
せ
ん

※
一
定
の
所
得
が
あ
る
人
は
、
こ
れ
ま

で
ど
お
り
３
割
負
担
で
す
。

　

問
い
合
わ
せ　

市
民
課
保
険
年
金
係

（
☎
�
８
２
５
７
）

１　国民健康保険税の課税限度額の引上げ
　国民健康保険税の課税限度額が平成 26年度から次のように変更されます。

２　国民健康保険税を軽減する対象者を拡大
　低所得者の国民健康保険税の軽減措置の対象を拡大するため、国民健康保険税の５割軽減および２
割軽減の対象となる世帯の軽減基準額の引き上げなどを行います。

　また、このほかにも、①納付書の送付方法を、毎期の送付から初回通知時に全期分一括送付へ変更。
②特別徴収（年金天引き）について、従来実施していた８月仮徴収額の調整措置の見直しを行います。

新
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
建
設

生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
の
縦
覧

　

総
社
市
が
計
画
し
て
い
る
新
一
般
廃

棄
物
最
終
処
分
場
（
下
倉
）
の
建
設
に
伴

い
、
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
与
え
る
影

響
に
つ
い
て
調
査
し
た
結
果
（
生
活
環
境

影
響
調
査
結
果
）
を
縦
覧
し
ま
す
。

　

な
お
、
利
害
関
係
者
で
生
活
環
境
保

全
上
の
見
地
か
ら
意
見
が
あ
る
人
は
、

縦
覧
期
間
後
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

縦
覧
期
間　

５
月
２
日
㈮
か
ら
６
月

２
日
㈪
ま
で
。（
土
・
日
曜
日
、
祝
日

を
除
く
、
い
ず
れ
も
午
前
９
時
か
ら
午

後
４
時
ま
で
）

　

意
見
書
提
出
期
間　

６
月
３
日
㈫
か

ら
16
日
㈪
ま
で
。（
土
・
日
曜
日
を
除
く
、

い
ず
れ
も
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５

時
15
分
ま
で
）

　

意
見
書
提
出
方
法　

環
境
課
へ
直
接

持
参
す
る
（
郵
送
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
、

電
子
メ
ー
ル
な
ど
は
不
可
）。
縦
覧
申

込
書
お
よ
び
意
見
書
の
提
出
様
式
は
、

環
境
課
窓
口
に
あ
り
ま
す

　

縦
覧
場
所
・
意
見
書
提
出
先
・
問
い

合
わ
せ　

環
境
課
美
化
推
進
係
（
☎
�

８
３
３
８
）

ク

リ

ー

ン

作

戦

　

日
時　

６
月
１
日
㈰
、
午
前
８
時
か

ら
約
１
時
間

　

清
掃
場
所
（
集
合
場
所
）　

▼
中
央

文
化
筋
と
市
役
所
通
り
（
市
役
所
駐
車

場
）　

▼
備
中
国
分
寺
周
辺
（
備
中
国

分
寺
北
側
駐
車
場
）　

▼
宝
福
寺
周
辺

（
山
門
前
駐
車
場
）　

▼
高
梁
川
合
同
井

堰ぜ
き

（
湛
井
の
同
広
場
）　

▼
豪
渓
（
入

口
駐
車
場
）　

▼
総
社
宮
（
同
駐
車
場
）

　

●
清
掃
道
具
、
軍
手
、
ほ
う
き
、
火

ば
し
な
ど
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
ご

み
袋
は
準
備
し
ま
す

　

●
指
定
し
た
場
所
以
外
で
集
め
ら
れ

た
ご
み
は
、
燃
や
せ
る
ご
み
、
燃
や
せ

な
い
ご
み
、
粗
大
ご
み
、
資
源
ご
み
な

ど
に
分
別
し
、
当
日
の
午
前
９
時
か
ら

11
時
30
分
ま
で
に
吉
備
路
ク
リ
ー
ン
セ

ン
タ
ー
へ
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
無
料

で
処
理
し
ま
す

　

●
当
日
天
候
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
実

施
か
中
止
か
わ
か
ら
な
い
場
合
は
、
午

前
７
時
か
ら
テ
レ
フ
ォ
ン
サ
ー
ビ
ス

（
☎
�
１
０
０
０
）
で
案
内
し
ま
す

　

問
い
合
わ
せ　

環
境
課
美
化
推
進
係

（
☎
�
８
３
３
８
）

回
覧
板
チ
ャ
ン
ネ
ル

　

回
覧
板
チ
ャ
ン
ネ
ル
は
、
倉
敷
ケ
ー

ブ
ル
テ
レ
ビ（
Ｋ
Ｃ
Ｔ
）の
３
１
３
チ
ャ

ン
ネ
ル
で
放
送
し
て
い
る
文
字
音
声

チ
ャ
ン
ネ
ル（
静
止
画
）で
す
。
１
本（
番

組
）
当
た
り
30

秒
で
、
休
日
の

当
番
医
や
水
道

工
事
修
繕
当
番

な
ど
の
生
活
情

報
や
市
内
の
イ

ベ
ン
ト
情
報
を

24
時
間
繰
り
返

し
放
送
し
て
い

る
番
組
で
す
。

　

３
１
３
チ
ャ
ン
ネ
ル
は
Ｋ
Ｃ
Ｔ
加
入

世
帯
に
１
台
無
償
で
配
ら
れ
て
い
る
Ｓ

Ｔ
Ｂ
（
セ
ッ
ト
ト
ッ
プ
ボ
ッ
ク
ス
）
を

利
用
し
ま
す
。
詳
し
い
チ
ャ
ン
ネ
ル
の

合
わ
せ
方
は
倉
敷
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
へ		

（
☎
０
８
６
｜
４
６
６
｜
１
７
１
７
）。

■
番
組
に
情
報
を
掲
載
し
た
い
と
き

　

地
域
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
番
組
に
情
報

を
掲
載
し
た
い
と
き
は
住
所
・
氏
名
・

電
話
番
号
・
番
組
内
容
（
タ
イ
ト
ル
・

日
時
・
場
所
・
内
容
・
連
絡
先
）
を
企

画
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。	

　

回
覧
板
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
放
送
番
組
の

内
容
は
、
行
政
広
報
の
公
共
性
や
品
位

を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
も
の
に
限
り

ま
す
。
詳
し
く
は
企
画
課
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

問
い
合
わ
せ　

企
画
課
広
報
広
聴
係

（
☎
�
８
２
１
４
）

総社市役所
〒719－1192

総社市中央一丁目 1番 1号
☎ 0866－92－8200

国民健康保険税　平成 26年度から変更

美袋駅昭和中

昭和小

建設予定地

高梁川

180

　問い合わせ・申請先　健康づく
り課健康増進係（☎ 92―8259）

　骨髄バンクドナーの負担を軽
減し、より多くの人にドナー登録
をしてもらい、骨髄・末

ま っ

梢
しょう

血
け っ

幹
か ん

細
さ い

胞
ぼ う

の移植の実現を図るため、助成
金の交付を行います。
　対象者　㈶日本骨髄バンクが
実施する骨髄事業にドナー登録
している人で、骨髄などの提供に
かかる通院初日から申請までの
間、市内に住所があり、骨髄など
を提供した人
　助成額　通院日数× 5000 円、
入院日数× 1万円で、1回の骨髄
などの提供につき、上限 10 万
5000 円
　申請方法　申請は、骨髄などの
提供が完了した日から 60日以内
に、健康づくり課へ書類を提出
　提出書類　①財団が発行する
骨髄などの提供が完了したこと
を証明する書類　②骨髄バンク
ドナー登録をしていることが確
認できる書類

骨髄バンクドナー

く
ら
し

問い合わせ　税務課市民税係（☎92‒8234）、市民課保険年金係（☎92‒8257）

5 割軽減の軽減判定 2 割軽減の軽減判定
基準額算定式 対象 基準額算定式 対象

平
成
25
年
度

基礎控除額（33 万円）＋ 24.5
万円×（世帯主を除く被保険
者数＋特定同一世帯所属者数）

夫婦２人、子１人の世帯で
夫の給与収入のみの場合、
給与収入約147万円以下

２人世帯
以上

基礎控除額（33万円）＋
35万円×（被保険者数＋
特定同一世帯所属者数）

夫婦２人、子１人の世帯で
夫の給与収入のみの場合、
給与収入約223万円以下

平
成
26
年
度

基礎控除額（33 万円）＋
24.5 万円×（被保険者数
＋特定同一世帯所属者数）

夫婦２人、子１人の世帯で
夫の給与収入のみの場合、
給与収入約 177 万円以下

単身世帯・
2 人世帯
以上

基礎控除額（33 万円）＋
45 万円×（被保険者数＋
特定同一世帯所属者数）

夫婦２人、子１人の世帯で
夫の給与収入のみの場合、
給与収入約 265 万円以下

※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、かつ、継続して同一の世帯に属して
いる人のことです。

※軽減判定は、世帯主、被保険者および特定同一世帯所属者の年間総所得金額の合計額に基づき判定されます。

医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分

平成 25 年度 510,000 円 140,000 円 120,000 円

平成 26 年度 510,000 円
（据置き）

160,000 円
（２万円引上げ）

140,000 円
（２万円引上げ）

※税率は平成 25 年度と変更
はありません。

今月
の

納税

軽自動車税（全期）　納期限　6月 2日㈪
市税の納付には、便利な口座振替をご利用ください。

問い合わせ　税務課（☎ 92－8239）
助成金交付

へ

国保が
変わります

お知らせ　ＩＮＦＯＭＡＴＩＯＮ

広報そうじゃ 2014.5　1516　広報そうじゃ 2014.5


